
 

 

  

 

 

 

 

 

「名古屋市子どもの権利擁護機関（愛称：子どもの権利相談室「なごもっか」。以下「権

利擁護機関」といいます。）」に勤務する「会計年度 子どもの権利擁護調査相談員」を次

のとおり募集します。 

１ 「権利擁護機関」とは 

「名古屋市子どもの権利擁護委員条例」（別紙）に基づき設置している公的第三者機

関です。子どもの権利を守る文化及び社会の形成をめざし、子どもの最善の利益を確保

するため、子どもの権利の侵害に対して、子どもや保護者などからの相談・申立てや、

自己の発意に基づき子どもの権利の保障をはかるとともに、子どもの権利に関する普

及啓発を広く推進しています。 

２ 選考区分・採用予定人員・主な職務内容等 

選考区分 採用予定人員 主な職務内容等 

会計年度 

子どもの 

権利擁護 

調査相談員 

１名程度 

権利擁護機関において、子どもの権利擁護委員の指示に

基づき、次に掲げる業務を行います。 

（１）子ども、保護者、関係機関等から子どもの権利侵害

等に関する相談を受け、適切な支援を行うこと 

（２）関係機関等への調査調整業務を行うこと 

（３）相談記録、調査記録等の様々な記録の作成及び管理 

（４）子どもの権利についての普及啓発に関すること 

（５）その他、権利擁護委員が必要と認めること 

３ 受験資格 

次の(1)～(4)の要件をすべて満たすことが必要です。 

（1） なごや子どもの権利条例及び名古屋市子どもの権利擁護委員条例の趣旨に則り、

子どもの立場に立って丁寧に対応し、子どもの最善の利益の実現を念頭に活動

できる方 

（2）次のいずれかに該当すること 

   ① 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、保健師等の心理・

福祉に関する業務に従事するための資格を有する方 

   ② 児童に関する相談援助業務等に２年以上従事した経験の有る方 

   ③ ①、②と同等の業務にかかる知識、技能及び経験を有すると本市が認めた方 

（3）Word、Excel 等のパソコンの基本操作ができる方 

会計年度子どもの権利擁護調査相談員 募集要項 
   令和 7 年 3 月 

 子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課分室 



 

 

（4）次のいずれにも該当しない方 

   ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

   イ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しな

い者 

  ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産宣告を受けている者(心神耗弱を

原因とするもの以外) 

 

４ 申込み 

(1) 応募期間 

令和 7 年 3 月 1 日（土）から 

※採用月ごとに申込期間が決まっています。詳細については、別添「採用スケジュ

ール日程」を参照してください。 

※ただし、募集人員に達し次第募集は締め切らせていただきます。 

(2) 提出書類 

 下記のア～ウを提出してください。なお、応募書類に不備がある場合には受け付

けできない場合があります。 

ア 募集申込書【様式 1】 

・募集申込書には、正面顔写真（6か月以内に撮影したもの）を貼付してくだ

さい。（写真の裏に氏名を記入してください。） 

・３（２）①に掲げる資格を有する場合は、その資格名、発行者、登録番号ま 

たは免許状番号を必ず記入してください。 

・職歴等はもれなく記入し、それぞれの職歴については主な職務内容等を併せ 

て記入してください。 

※３（２）③に掲げる要件に該当すると判断する場合は、その根拠となる職歴につ

いては必ず記入してください。 

    イ 作文（第 1次試験）【様式 2】 

      ・テーマ 

「名古屋市子どもの権利擁護調査相談員（以下、「調査相談員」とする。）と

して活動するうえで大切なことは何であると考えるか、調査相談員の役割

や、他の相談機関との違いを説明しつつ具体的に述べてください。」（８０

０字以内） 

   ・作文は【様式 2】を使用して自筆で作成するほか、Word 等の文書作成ソフト

ウェアで作成することもできます。その場合は、Ａ４縦長横書きの形式    

とし、表題、テーマについて【様式 2】に準じて記載するとともに、「氏名」



 

 

を自署してください。また、１行あたり４０文字（Word を使用する場合は

フォントサイズ１２）で２０行以内としてください。 

ウ 返信用封筒（第 1次試験の結果通知用）  

  ・日本産業規格 JIS で定める長形 3号(120mm×235mm)の封筒とし、110 円切手 

を表に貼り、申込者の氏名、現住所または返送先を宛名書きしてください。 

(3) 応募方法 

(2)の提出書類に必要事項等を記入し、子ども青少年局子ども未来企画部子ども

未来企画課分室まで郵送（各申込期間最終日必着）または持参してください。 

なお、郵送の場合は、封筒の表に｢子どもの権利擁護調査相談員募集申込｣と朱書

きしてください。 

※持参の場合は、申込期間内(閉庁日除く)の午前 9 時 30 分から正午、午後 1 時か

ら午後 5時 30 分まで受け付けます。 

 

 

 

※提出書類に不備がある場合には、受け付けができません。また、提出いただいた

書類は返却いたしません。 

 

５ 選考の日程等 

(1) 選考の流れ 

採用予定日、申込期間、試験予定日、合格発表予定日については、別添「採用スケ

ジュール日程」を参照してください。 

【参考】採用予定日 

採用予定日 申込期間 

令和７年 ５月１日 令和７年 ３月１日～令和７年 ３月１７日 

令和７年 ６月１日 令和７年 ４月１日～令和７年 ４月１５日 

令和７年 ７月１日 令和７年 ５月１日～令和７年 ５月１５日 

令和７年 ８月１日 令和７年 ６月１日～令和７年 ６月１６日 

令和７年 ９月１日 令和７年 ７月１日～令和７年 ７月１５日 

令和７年１０月１日 令和７年 ８月１日～令和７年 ８月１５日 

令和７年１１月１日 令和７年 ９月１日～令和７年 ９月１６日 

令和７年１２月１日 令和７年１０月１日～令和７年１０月１５日 

令和８年 １月１日 令和７年１１月１日～令和７年１１月１７日 

令和８年 ２月１日 令和７年１２月１日～令和７年１２月１５日 

※募集人員に達し次第、募集は締め切ります。 

 

 

 

≪郵送先≫〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目 13 番 3 号 

 NHK 名古屋放送センタービル 6階 

名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課分室 



 

 

(2) 試験内容等 

区分 試験 日程及び会場等 配点 

第１次試験 作文筆記試験 申込時に提出 100 点 満点 

第 2次試験 

面接試験 ・日程は「採用スケジュール」参照 

・会場等は第 1次試験合格者に別途 

通知予定 

180 点 満点 

実技試験 120 点 満点 

合計 400 点 満点 

※各試験において、得点が一定水準に達しない場合は、総合得点にかかわらず不合格

となります。採用候補者名簿への登載もされません。 

(3) 第 1次試験（作文筆記試験） 

  受験申込者全員について行います。 

  ①選考方法 

     作文【様式 2】により審査します。 

  ②試験結果の通知 

     受験申込者全員に郵送にて通知します。 

 

(4) 第 2次試験（面接試験・実技試験） 

     第 1 次試験合格者についてのみ、第 2 次試験（面接試験・実技試験）を実施し

ます。第 1 次試験合格者には合否結果とともに、第 2 次試験の受験票を送付しま

すので受験当日にお持ちください。 

①選考方法 

      口述による個人面接試験および、相談対応の場面を模した実技試験により審

査します。 

②試験結果の通知 

第 2 次試験受験者全員に郵送にて通知します。あわせて本市ウェブサイトに

最終合格者の受験番号等を掲載します。 

(5) その他 

①電話・郵送等による合否に関する問い合わせには一切お答えできません。 

②第 2次試験の合格者は、成績順に採用候補者名簿に登載され、欠員の状況などに

応じて、逐次採用されます。また、採用候補者名簿に登載された人がすべて採用

されるとは限りません。なお、採用候補者名簿の有効期限は最終合格発表から令

和 8年 3月 31 日までです。 

 

 

※ 



 

 

６ 最終合格から採用まで 

(1) 採用日は、「採用スケジュール日程」を参照してください。（採用後 1月間は条件付

採用期間となります。） 

(2) 任用期間は、該当する採用日から令和 8 年 3 月 31 日までとなります。なお、勤務

実績に応じて翌年度も再び任用される可能性があります。（最大 4回まで） 

受験資格がないことや申込書類に不正があることが判明した場合には、採用されな

いことがあります。 

(3) 本件は、令和 7年度予算の成立を条件とします。 

 

７ 勤務条件 

勤務形態 

次に記載する交代制勤務となります。 

・月曜日から土曜日までの 6日間のうち 5日間勤務です。 

・1週間の勤務時間は、30 時間です。 

・勤務時間帯は、10 時から 21 時までの間で、1日の勤務時間は、原則 6時間で

す。また、勤務時間の途中において 1時間休憩（勤務時間から除外）があり

ます。 

【勤務パターン例】 

・早番（月～土）： 10：00～17：00（1 時間休憩）の 6時間勤務 

・中番（火・木・金） 11：00～18：00（1 時間休憩）の 6時間勤務 

・遅番（月・火・木・金）12:00～19:00（1 時間休憩）の 6時間勤務 

・夜番（火・木・金） 14：00～21：00（1 時間休憩）の 6時間勤務 

※勤務パターンは変更となる場合があります。 

報酬 

月額 174,912 円から 227,289 円（地域手当相当報酬及び報酬の経過措置加算を

含む。）の範囲で、高等学校卒業後の年数に応じて決定 

他に通勤手当に相当する費用弁償、超過勤務手当、期末手当を支給 

【報酬の例】（※1カ月あたりの例） 

高校新卒 高校卒業後 14 年（上限） 

174,912 円 227,289 円 

（※令和 7 年 3 月 1 日現在の支給額です。人事給与制度等の改正により増減する場合

があります。） 

休日 
月曜日～土曜日のうち 1 日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、

年末年始(12 月 29 日から 1月 3日まで) 

勤務場所 
名古屋市子どもの権利擁護機関（愛称：子どもの権利相談室「なごもっか」） 

名古屋市東区東桜一丁目 13 番 3 号 NHK 名古屋放送センタービル 6階 



 

 

休暇 年次休暇、忌引休暇、介護休暇等 

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害補償あり 

８ 試験結果の開示 

試験の成績については、名古屋市個人情報保護条例第 9 条の規定に基づき、開示を

請求することができます。 

請求できる人 開示内容 請求期間・時間 請求方法 

第 1次試験 

不合格者 

・第 1次試験順位 

・第 1次試験得点 

・第 1次試験合格 

基準点 

〈期間〉 

各試験の結果発表日から

その翌月同日まで(ただ

し、最終日が閉庁日の場合

は、次の開庁日まで) 

〈時間〉 

9 時 30 分～12 時/13 時～

17 時 30 分 

(土・日・祝・振替休日を

除く) 

子ども青少年局子ども未来

企画部子ども未来企画課 

分室において、必ず受験者

本人が 

①運転免許証、旅券等の身

分証明書(写真のあるも

の)及び 

②結果通知 

を両方とも提示して、口頭

で申し出てください。 

第 2次試験 

不合格者 

・総合順位 

・総合得点 

・最終合格基準点 

※1 開示請求は受験者本人による子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画

課分室(名古屋市東区東桜一丁目 13 番 3 号 NHK 名古屋放送センタービル 6 階)

への来所が必要です。電話・郵送等による請求は受け付けておりません。 

※2 必要提示書類(写真付の身分証明書及び結果通知)に不足がある場合は開示でき

ません。 

※3 来所の際は、公共交通機関をご利用ください。(自家用車での来所はご遠慮くださ

い。 

 

９ 個人情報の取扱い 

採用選考に際して提出された書類等は一切返却しません。なお、採用選考において取

得した個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。 

 

10 その他 

「なごもっか」の活動については、こちらをご覧ください。 

＜ http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000123945.html＞ 

 

 

 

 

≪問合せ先≫ 

名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課分室     

名古屋市東区東桜一丁目 13 番 3 号 NHK 名古屋放送センタービル 6階 

TEL：052-211-8071     FAX：052-211-8072 

http://#


 
「会計年度子どもの権利擁護調査相談員」募集申込書 

令和  年  月  日現在 

※記入欄が不足する場合は別紙を作成して添付してください。          （裏面あり） 
※資格・免許記入欄が不足する場合は別紙を作成して添付してください。 

ふ り が な   
 

 氏 名 
 

 
現 住 所 

・ 
電 話 番 号 

〒 
 
 

電話（   ）    － 

携帯（   ）    － 

希 望 連 絡 先 

１ 現住所 
 

２ 現住所 
以外 

 

現 住 所 
以 外 

現住所と異なる連絡先がある場合のみ記入してください。 
〒         
 

電話（   ）    － 

学 
 
 

歴 

期   間 学 校 名 学部・学科名 
年  月から 

年  月まで 
中学校 

 

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

職 
 
 

歴 

期   間 勤 務 先 職 務 内 容 
年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

年  月から 

年  月まで 

  

 
写真貼付 

（4cm×3cm） 
写真の裏に氏名

を記入して下さ

い。 

様式１ 



①募集申込書【様式１】・②作文【様式２】・③返信用封筒（第１次試験の結果通知用）を提出してください。 

資 

格
・
免 

許 

名    称 取 得 
年月日 

取 扱 機 関 
発 行 者 

登 録 番 号または 
免 許 状 番 号 

    

    

    

募集要項に定める受験資格について、どれに該当していますか。該当する項目に〇をつけてください。 
ア．社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、保健師等の心理・福祉に関する業務に従事する 

ための資格を有する方 
イ．児童に関する相談援助業務等に２年以上従事した経験の有る方 
ウ．ア及びイと同等の業務にかかる知識、技能及び経験を有すると本市が認めた方 
 （具体的に記入：                                          ） 

特技・趣味・自分の長所短所など 

 

志 望 の 動 機 

 

採用後の兼業の予定（勤務先、勤務時間等） 

有  ・  無 

 
※会計年度任用職員（短時間勤務）については、任命権者による許可は必要ありませんが、採用後、状況に変更があった場合には

その都度報告してください。 

下記の事項の該当、非該当を○で囲む 
１．拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者           

該 当     非該当 
２．名古屋市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
                                該 当     非該当 
３．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
                                該 当     非該当 
４．平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)                   

該 当     非該当 

上記のとおり相違ないことを誓約します。 
 

令和   年   月   日 

氏 名              印 



 
様式２  「会計年度子どもの権利擁護調査相談員」原稿用紙（第１次試験・作文筆記試験用） 
 

テーマ『名古屋市子どもの権利擁護調査相談員（以下、「調査相談員」とする。）として活動するうえで

大切なことは何であると考えるか、調査相談員の役割や、他の相談機関との違いを説明しつつ

具体的に述べてください。』                        （800 字以内） 

 

 （横書き）    氏 名（自署）                              

 
 
 

20×20＝400（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20×20＝400［800］（2/2） 
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別
添

 

○
採
用

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

日
程

 

 

採
用
日

 
申
込
期
間

 
第
１
次
試
験
合
格
発
表

 
（
予
定
）

 
第
２
次
試
験
日

 
（
予
定
）

 
合
格
発
表
日

 
（
予
定
）

 

令
和

７
年
 

５
月
１

日
 

令
和

７
年
 

３
月
１

日
～
令
和

７
年

 
３

月
１
７

日
 

令
和

７
年
 

３
月
２

４
日

 
令

和
７

年
 

３
月
３

１
日

 
令

和
７

年
 

４
月
 

７
日

 

令
和

７
年
 

６
月
１

日
 

令
和

７
年
 

４
月
１

日
～
令
和

７
年

 
４

月
１
５

日
 

令
和

７
年
 

４
月
２

２
日

 
令

和
７

年
 

４
月
２

８
日

 
令

和
７

年
 

５
月
 

９
日

 

令
和

７
年
 

７
月
１

日
 

令
和

７
年
 

５
月
１

日
～
令
和

７
年

 
５

月
１
５

日
 

令
和

７
年
 

５
月
２

２
日

 
令

和
７

年
 

５
月
２

９
日

 
令

和
７

年
 

６
月
 

５
日

 

令
和

７
年
 

８
月
１

日
 

令
和

７
年
 

６
月
１

日
～
令
和

７
年

 
６

月
１
６

日
 

令
和

７
年
 

６
月
２

３
日

 
令

和
７

年
 

６
月
３

０
日

 
令

和
７

年
 

７
月
 

７
日

 

令
和

７
年
 

９
月
１

日
 

令
和

７
年
 

７
月
１

日
～
令
和

７
年

 
７

月
１
５

日
 

令
和

７
年
 

７
月
２

２
日

 
令

和
７

年
 

７
月
２

９
日

 
令

和
７

年
 

８
月
 

５
日

 

令
和

７
年
１

０
月
１

日
 

令
和

７
年
 

８
月
１

日
～
令
和

７
年

 
８

月
１
５

日
 

令
和

７
年
 

８
月
２

２
日

 
令

和
７

年
 

８
月
２

９
日

 
令

和
７

年
 

９
月
 

５
日

 

令
和

７
年
１

１
月
１

日
 

令
和

７
年
 

９
月
１

日
～
令
和

７
年

 
９

月
１
６

日
 

令
和

７
年
 

９
月
２

４
日

 
令

和
７

年
 

９
月
３

０
日

 
令

和
７

年
１

０
月
 

７
日

 

令
和

７
年
１

２
月
１

日
 

令
和

７
年
１

０
月
１

日
～
令
和

７
年

１
０

月
１
５

日
 

令
和

７
年
１

０
月
２

２
日

 
令

和
７

年
１

０
月
３

０
日

 
令

和
７

年
１

１
月
 

６
日

 

令
和

８
年
 

１
月
１

日
 

令
和

７
年
１

１
月
１

日
～
令
和

７
年

１
１

月
１
７

日
 

令
和

７
年
１

１
月
２

１
日

 
令

和
７

年
１

１
月
２

８
日

 
令

和
７

年
１

２
月
 

５
日

 

令
和

８
年
 

２
月
１

日
 

令
和

７
年
１

２
月
１

日
～
令
和

７
年

１
２

月
１
５

日
 

令
和

７
年
１

２
月
１

９
日

 
令

和
７

年
１

２
月
２

６
日

 
令

和
８

年
 

１
月
 

９
日

 

 ※
第
２
次
試
験
日

は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
第
１
次
試
験
合
格
通
知
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 
※
な
お
、
募
集
人
員
に
達
し
次
第
募
集
は
締
め

切
り
ま
す
。
締
め
切
り
後
は
選
考
を
実
施
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
締
め
切
り
後
は
、
速
や
か
に
本
募

集
要
項
の
掲
載

は
終
了
し
ま
す
が
、
念
の
た
め
募
集
の
有
無
に
関
し
て
は
、
本
募
集
要
項
の
連
絡
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
 










